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金沢市内における毎年恒例のイベント

等につきましても、９月頃から徐々に開催
される運びとなり、１０月３日（土曜）には
『カーフリーデー２０２０ ｉｎ 金沢』（車か
ら解放される１日）が庁舎前広場で行わ
れたほか、翌４日（日曜）には金沢市戦
没者慰霊式が金沢市文化ホールで行わ
れましたが、今年は新型コロナの影響に
より中止した自治体も多い中で、金沢市

においては早い段階から金沢市遺族会等と連携して「戦後７５年
の節目の年」を例年より大幅に時間等も短縮しながらも、厳粛な
式典を開催できたことが良かったと思います。先の戦争を知らな
い世代が約８割を超える状況となり、二度と戦争を繰り返さない
という気持ちはしっかりと伝えていかなければなりません。金沢市
内で今後も様々なイベントが続きますが、感染症予防（防止）対
策をしっかりと考えながら行動し『（Ｗｉｔｈ）コロナ時代』を乗り越
えて行きたいと思っています。
最後に、私 田中美絵子 に対する御意見および御要望等も含

めて「市政」に関するお困りごと等があれば、お気軽にお声がけ
頂けたら幸いです。これからも引き続きの御指導・御鞭撻の程、
宜しくお願い致します。

自分の人生を振り返って、たくさんの苦労を重ねてきたこ
とを後悔していません。
たくさんの苦労があったからこそ、弱い者の立場を理解す

ることができました。
今、様々な困難を抱えている人たちに、どうか「あきらめず

に生き抜いてほしい」と思っています。
２００９年の衆議院議員選挙時に『何かをあきらめなくて

もいい人生』を築きたいと訴えました。
しかし、２０１２年１２月１６日の誕生日に議席を失い落選

（失職）を経験しました。
一時は色んなことをあきらめましたが……。
もし、自分が人生を走り続ける姿を見せることによって誰かが勇気づけられるのなら。
もし、今、イジメ等を受けている人、仕事、結婚に失敗した人がいるのなら。
同じ経験（体験）をした自分が、あきらめずに走り続けている姿を見て元気になってもらえるのなら。
私、田中美絵子はこれからも喜んで走り続けたいと思います。

○ あきらめなくてもいい人生
○ 自分の居場所と出番がある社会
○ 命を大切にする政治

私、田中美絵子は絶対にあきらめません！！
今、苦しんでいる人を救うため、そして助けてくれた人や社会にご恩返しをするために！！

～ロリータ少女、政治家になる。～ 発行：ヨシモトブックスより

田中♥美絵子～みえこの時Vol.02～○新活動レポートVol.06完成により職場訪問!!

○新しい活動レポート（Vol.０６）が完成し、
10月6日（火曜）に金沢市従労組（東部管
理センターおよび東部環境エネルギーセン
ター）の組合員の皆さま方等に、直接顔を
見ながら手渡し出来る機会を頂きました。
たいへんに貴重な昼食後の休憩時間中

にもかかわらず、皆さまの温かい対応あり
がとうございました。金沢市従労組の皆さま
の声援が、大変大きな励みとなりました。感
謝を申し上げます。

新型コロナウイルス感染症拡大
防止のため、引き続き３密を避け
た議会運営のなかで『９月定例月
議会』が９月１日から１５日の期間
で開催され、今回の一般質問の機
会を頂いた際に、被災時における
避難所の問題につきまして、思い
のほか「ペット同行（同伴）避難」
の質問に関して"反響"をたくさん
頂きました。

近年多発している『自然災害』等について様々な問題
を抱えている訳ですが、その中でも「避難所等にペットを
連れて避難することが出来る（可能）か？」という問い合
わせについて、何度も頂いた経験を踏まえて一般質問を
させて頂きました。実は、私自身も昨年から初めて「ネコ」
を飼い始めました。これまでは「イヌ派」だった私が、すっ
かり『ネコ派』になっています。

猫のお世話をするようになってから、動物愛護や保護猫、地域猫と動物
に対する関心および問題意識が高まりました。色んなことに気付けたり、
考えたりする「きっかけ」を与えてくれた"ウチの愛猫（みんみ）"に感謝を
する日々です。
全国犬猫飼育実態調査（令和元年）結果が発表された際に、犬は約

８７９万７千頭（平均寿命：14.44歳）、猫は約977万8千頭（平均寿命：
15.03歳）……犬・猫推計飼育頭数は全国で約1,857万5千頭となって
おり、ネコの飼育数はイヌを上回っており、ペットの数だけ見れば子供達※

の数より多くなるくらいに、日本は空前のペットブームであります。
（※2020年4月現在の15歳未満人口：約1,512万人）

金沢市では現在、動物愛護の推進を強化しており『殺処分ゼ
ロ』を目指していますが、まだまだ全国の各自治体等では殺処分
や闇処分等の問題が取り上げられており、2019年6月に改正さ
れた「動物愛護法」では繁殖犬・繁殖猫および販売される子犬・
子猫等にマイクロチップを装着し、登録をすることが義務付けられ
ておりますが、仮にブリーダー段階（チップ装着前）での子犬・子
猫の遺棄・殺処分等が明らかにされないため、過剰繁殖や「闇」の
殺処分についても具体的な規制等が必要であり、今後も「動物愛
護」に関して積極的に取り組んでいきます。


